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人権講演会 

2011 年３月 22日、神奈川県立向の岡工業高等学校 

ネット上の人権侵害 
－被害者にも加害者にもならない努力－ 

 

佐藤佳弘 
（株）情報文化総合研究所、武蔵野大学大学院 

 

 

はじめに 

 

１．ネット人権侵害の状況 

 

  （１）IT 社会がもたらした問題 

 

 

  （２）ハイテク犯罪の相談件数 

 

 

２．ネット上での人権侵害 

 

    －名誉毀損 

 

 －侮辱 

 

 －信用毀損 

 

 －脅迫 

 

 －さらし（個人情報、プライバシー） 

 

 －ネットいじめ 

 

 －児童ポルノ 

 

 －セクハラ 

 

 －部落差別 

 

 

３．安心・安全のネット社会へ 

 

  （１）開設されている人権相談所 

 

    －常設人権相談所 

    －子どもの人権１１０番（電話 ０１２０－００７－１１０） 

    －女性の人権ホットライン（電話 ０５７０－０７０－８１０） 

    －外国人のための人権相談所 

    －インターネット 人権相談受付（http://www.moj.go.jp/JINKEN/） 
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  （２）プロバイダ責任制限法 

 

  （３）モバゲータウンの取り組み 

 

  （４）韓国の実名制ネット 

 

 

さいごに 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤佳弘（SATO, Yoshihiro） 

E-mail: icit.sato@nifty.com 

http://www.icit.jp/ 

（株）情報文化総合研究所 代表取締役所長 

223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東5-52-14 

 

参考図書：『IT 社会の護身術』佐藤佳弘著、春風社、ISBN 978-4-86110-204-2、2,200 円（税込み） 

 

 

 

 

 クイズ－人権侵害  
 

○ か × で答えましょう。 

No 問 題 答え 

１ ネット掲示板での悪口は、名誉毀損罪になることがある。 
 

２ 人をバカにする発言は、罰金になることがある。 
 

３ 人をバカにする発言で、拘留されることもある。 
 

４ ネット掲示板でのカキコは匿名だから、書き込んだ本人は特定されない。 
 

５ メールにハートマークを使うとセクハラになることがある。 
 

【拘留（こうりゅう）】１日以上 30日未満の範囲で拘置所に収容すること。 

【拘置所（こうちしょ）】被疑者、刑事被告人、死刑確定者、懲役受刑者を収容する法務省の施設。 

             主として刑事裁判が確定していない者を収容する。 

 


